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掲示文書一覧（市長分） 令和7年11月28日

種別 番号 題　　名 主　管　課

告示 577 中播都市計画道路の変更について 都市計画課

告示 578 市道路線の区域決定について 道路総務課

告示 579 市道路線の区域変更について 道路総務課

告示 580 条例及び規則の施行日について 手柄山平和公園整備課

【 閲覧用 】
持ち帰り厳禁



姫路市告示第 ５７７号 

令和 ７年１１月２８日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

中播都市計画道路の変更について 

 

中播都市計画道路を変更したので、下記のとおり都市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により告示し、

同条第２項の規定により当該都市計画の図書を縦覧に供する。 

 

                  記 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

中播都市計画道路 ３．４．１１６号 西門線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

姫路市広畑区大町二丁目及び三丁目 

３ 図書の縦覧場所 

姫路市安田四丁目１番地 

姫路市都市局まちづくり部都市計画課 

 

 



 

姫路市告示第 ５７８号   

令和 ７年１１月２８日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   市道路線の区域決定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、下記市道路

線の区域を決定する。 

 なお、その関係図面は、姫路市建設局道路管理部道路総務課において、告示の日か 

ら２週間一般の縦覧に供する。 

記 

 

路 線 名  区 間  幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

香呂２１８号線 
姫路市香寺町中仁野１１番１地先か

ら同市香寺町広瀬４１７番１地先ま

で 
16.00～27.00 1217.90 

 



　　《参考》市道路線区域決定位置図
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姫路市告示第 ５７９号   

令和 ７年１１月２８日   

 

姫路市長  清 元 秀 泰    

 

   市道路線の区域変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、下記市道路

線の区域を変更する。 

 なお、その関係図面は、姫路市建設局道路管理部道路総務課において、告示の日か 

ら２週間一般の縦覧に供する。 

記 

 

路 線 名 変 更 す る 区 間 旧新別  幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

幹第 ３４号線 

姫路市飾磨区中浜町一丁目

２番１地先から同市飾磨区

英賀東町一丁目３４番地先

まで 

旧 17.44～26.10 
585.00 

新 22.00～38.40 

香呂 ９０号線 
姫路市香寺町広瀬６６番１

地先から同市香寺町広瀬３

８番１地先まで 

旧 4.60～ 4.90 
99.00 

新 4.60～15.50 

 



　　《参考》市道路線区域変更位置図
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　　《参考》市道路線区域変更位置図
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姫路市告示第 ５８０号 

令和 ７年１１月２８日 

 

姫路市長  清 元 秀 泰 

 

条例及び規則の施行日について 

 

 姫路市体育施設条例の一部を改正する条例（令和６年姫路市条例第６７号）第２条

の規定（姫路市体育施設条例（昭和５５年姫路市条例第５号）第２条第１項の表姫路

市立球技スポーツセンターの項の次に１項を加える改正規定、第２条の２ただし書の

改正規定、第２条の２に１項を加える改正規定並びに別表第２の２の項及び別表第３

の１の項の改正規定を除く。）の姫路市体育施設条例の一部を改正する条例附則第１

項第３号及び姫路市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則（令和６年姫路市規

則第６１号）附則に規定する市長が告示で定める日は、令和７年（2025年）１２月１

日とする。 


